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３  HTLV-1 関連脊髄症（HAM）の診断後、症状の進行に

備えて、長期的に治療と仕事の両立に関する方針を検

討する事例 
 

Ｃさん 
治療の状況 企業の状況 

病名 治療状況 企業規模 職種等 産業医等 

４０歳代 

男性 

HTLV-1 関連

脊髄症(HAM) 
薬物療法 大企業 

正社員 
（広告業、営業職） 

専属産業医 

１名 

  

（１）事例の概要 

ア 基本情報 
Ｃさんは従業員数が 1000名超の広告会社に勤務する 40歳代男性であり、勤続年数が

長く、中堅社員として上司や同僚、後輩からの信頼が厚い。営業部には約 80名の社員が

所属しているが、Ｃさんは７～８名からなるチームを束ねるリーダーである。上司は各チ

ームを束ねる課長、その上司が営業部長である。 

所定労働時間は８時 30 分～17 時 30 分（休憩１時間、週 5 日勤務）であり、日によ

って残業や休日出勤が必要な場合がある。勤務時間の半分以上は得意先を回っており、移

動には営業車を使うことが多い。 

Cさんの勤務先には専属産業医が選任され、日常の健康管理等に携わる保健師も配置さ

れている。 

 

イ 両立支援を行うに至った経緯 
Ｃさんはある時から歩行中つまずいたり転んだりすることが増え、歩く速度も遅くな

るといった自覚症状があった。気になって病院を受診したところ、最終的に HTLV-1 関

連脊髄症（ＨＡＭ）と診断された。 

主治医からは、ＨＡＭは下半身の運動機能が徐々に低下する進行性の疾患で、医療費助

成の対象となる指定難病であり、進行速度は個人差があること、進行を遅らせるため薬を

内服する必要があり定期的に通院が必要であることが伝えられた。主治医は現時点では

仕事への影響はないと説明したが、Ｃさんは初めて聞く病名に戸惑いと不安を覚えた。 

主治医から紹介された医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）に今後の生活や仕事について

相談したところ、治療と仕事の両立支援について説明を受けた。また、早めに職場に相談

することを勧められ、上司に相談する内容を一緒に整理した。 
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Ｃさんは上司である課長に疾病のこと、子どもがおり経済的基盤を確保するため今後

も働き続けたい旨を伝え、治療と仕事の両立について相談した。相談を受けた上司も初め

て聞く病名であったため、インターネットで調べてみたところ、徐々に進行する疾病であ

ることや、ウイルス性疾患であるとの記載があり、周囲に感染する恐れがあるのではない

か等、不安を覚えることがあった。専属産業医に相談したが、産業医も専門外であり、Ｈ

ＡＭに対する知識はなかった。 

そこで、Ｃさん、産業医、上司の三者は面談を行い、Cさんが仕事を続けたいという意

向を確認するとともに、症状の今後の見通しなどについて、主治医に意見を求めることと

した。 

 

（２）様式例の記載例 

ア 勤務情報提供書 【労働者・事業者において作成】 
Ｃさん、上司、産業医は三者で話し合い、治療と仕事を両立できるよう支援するために、

勤務情報提供書を通じて、通勤の状況や社用車を運転する場合があることなど、就業内容

を主治医に伝えた上で、症状が安全に就業することに影響を与える可能性や、仕事内容が

症状の進行に影響する可能性について主治医に意見を求めることとした。 

 

イ 主治医意見書 【医師において作成】 
主治医は、勤務情報提供書に記載されている内容を踏まえ、Ｃさんと面談し、仕事の内

容や不安に思っていること等について確認した上で、勤務情報提供書に記載されている

質問内容を中心に、主治医意見書を作成した。 

過度の就業制限とならないよう、あくまで下半身の運動機能が低下する疾病であり、脳

や上半身の機能障害はないこと、年単位でゆっくりと進行すること明記するとともに、今

後生じうる障害と仕事への影響、対処法について記載した。疾病の要因がウイルス性であ

ることから、ウイルスの感染リスクに対する誤解があると考えられたので、職場での感染

の可能性は全くないことも明記した。あわせて、信頼できる情報源を紹介することとした。 

 

ウ 両立支援プラン 【事業者において作成】 
主治医意見書を踏まえ、再度、人事担当者も入れて、Ｃさん、上司、産業医とで話し合

った結果、主治医の意見を勘案し、当面はこれまでどおり仕事を継続することとした。た

だし、症状が進行し、車の運転等が難しくなった場合に備え、あらかじめ運転の可否の基

準を検討することとした。また、通勤が難しくなることも想定されたため、将来的にはテ

レワークの活用も視野に入れることとした。なお、職場の同僚等の理解や協力が得られる

よう、Ｃさんの意向を十分に確認した上で上司から保健師に依頼し、疾病のことや感染リ

スクがないこと、進行に応じて今後配慮が必要になること等を説明することとした。 
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（３）その他留意事項 
HAMは下半身の運動機能に障害をもたらすが、脳や上半身の機能は基本的に正常であ

る。また、進行性の疾病であるが、進行を遅らせる治療もあり、適切な治療を継続すれば、

仕事との両立は十分可能である。 

症状の進行により、労働環境に配慮を要することも想定されるが、それらの課題に対応

することができれば、労働者本人の持てる能力を生かすことが可能である。症状の進行の

見通しを踏まえ、治療と仕事の両立を続けるために、職務上最低限必要となる要件を改め

て確認したり、疾病の経過に応じた働き方や環境整備をあらかじめ検討・準備したりして

おくなどの取組も有用である。その際、労働者本人、上司、人事、産業医、（場合によっ

ては家族）で話し合いを行い、できるだけ現状を維持しながら仕事ができるように、関係

者が情報を共有して、対応することが重要である。 

なお、難病のほとんどは感染性の疾病ではなく、HAMのようなウイルスを要因とする

難病は非常に稀である。また、HAMを引き起こすウイルスの感染力は非常に低く、その

感染ルートは母乳による母子感染や血液が体内に直接入りこむような場合に限られ、同

居家族でも感染することはない。出血を伴う事故時等でも標準予防策により感染は避け

られるため、仕事や日常生活の中では万が一にも他者に感染することはない。 
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事例３（難病）：勤務情報を主治医に提供する際の様式例（勤務情報提供書）の記載例 

 

    
 
   

・通院や体調管理のために利用可能な有給休暇に関す

る情報を記載 

・必要に応じて有給休暇の新規付与のタイミングや付

与日数、単位（１日、半日、時間単位）等を記載 

・労働者本人と話し合い、事業者や労働者が悩んでい

ること、主治医に相談したいこと等、特に主治医の

意見がほしい点について具体的に明記 

医療機関が確認する際のポイント 

・治療と仕事の両立のために利用可能な社内の制度を

明記（時間単位有給休暇、傷病休暇・病気休暇、時

差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務（テレワー

ク）、試し出勤制度など） 

 

・産業医が選任されているかどうか、職場での健康管

理などの支援が可能な体制があるかどうかを確認 

・疾病によっては、バリアフリーなどの環境整備が必

要なため、その対応状況を確認 

・特に意見を求められている点について確認 

・就業内容が過度に制限されないように配慮した上

で、就業において必要と考えられる配慮や注意事

項を検討 

・現段階で必要がなくても、今後必要になると考え

られる配慮や注意事項があれば見通しを含めた記

載を検討 

・疾病に対する正しい理解等、職場における配慮の

ために必要な点を検討 

・通院のスケジュールを勘案して、有給休暇の利用で

対応可能かどうか、労働者と確認 

労働者・事業者が作成する際のポイント 

・どのような作業内容や作業負荷の仕事に従事する予

定であるのかを確認 

・作業場所や出張の有無・頻度、社用車の利用など、

仕事の特徴を確認 

・労働者本人の同意が得られている内容かどうか確認 

・記載内容を踏まえながら、労働者にその他要望や不

安の有無等について確認 

・労働者本人が記載事項に齟齬がないかを事業者に確

認したうえで署名 

・主治医からの問い合わせに対応できるよう、担当

者、連絡先を明記 

・現在の業務内容が継続可能かどうか確認するため

に、具体的に仕事の内容を記載 

・社用車の運転や公共交通機関を使った顧客の訪問が

あることなど、仕事の特徴を記載 

・情報の提供・活用目的の明記が必要 
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治療の状況や就業継続の可否等について主治医の意見を求める際の様式例（主治医意見書）の記載例 

 
 

 

  
  

・措置期間後は必要に応じてプランの見直しや主治医

の意見の確認を行うことを想定 
・措置期間は、症状や治療経過を踏まえ、上記の就業上の措

置や配慮事項が有効であると考えられる期間を記載 

・措置期間は、事業者にとって、次に主治医に意見を求める

時期の目安になる 

・産業医以外の非医療職も閲覧することが想定されるため、

可能な限り専門用語を避け、平易な言葉で記載 

・勤務情報提供書で事業者や労働者本人が気にしている症状

の見通しを具体的に記載 

・現在の症状と、今後出る可能性のある症状は区別して記載 

・ガイドラインで示された情報の取扱に則り情報を取

り扱う 

・両立支援が必要な期間や支援内容の参考とするた

め、症状の進行の見通しや現段階で想定されている

治療の予定等を確認 

・勤務情報提供書「その他特記事項」に記載されていた質問

事項に対する回答を記載 

・配慮や就業上の措置を記載する際は、対応が必須のもの

か、望ましいものであるかが識別できるように記載 

・症状の進行に応じて就業上の措置が必要になる可能性が

ある場合には、その見通しを記載 

・疾病に対する正しい理解を促すために、参考となる情報

源や相談先を記載 

医療機関が作成する際のポイント 事業者が確認する際のポイント 

・主治医への質問事項に対する回答を確認 

・記載事項のうち、対応必須のものかどうかを確認 

・今後、就業上の措置等が必要になる場合、その見

通しや内容を確認 

・上司や同僚等への説明・調整が必要な場合には、

労働者本人に確認の上、検討に必要な範囲で情報

を共有 

・症状の進行や障害の程度などに応じて、望ましい

就業上の措置等が変わる場合もある点に留意 

・労働者本人が主治医意見書の内容を理解・把握できるよ

う、労働者に対して内容をきちんと説明することが重要 

・主治医意見書の内容について、労働者本人の理解・

同意が得られていることを、署名欄を活用するなど

して確認 

・通院への配慮が得られるよう、通院頻度を具体的に記載 

・入院の可能性がある場合は、その旨を明記 

・勤務情報提供書に記載されていた働き方について、現在の

労働者の状況や治療の予定を踏まえ、就業継続が可能かど

うか意見を記載 

 

・勤務情報提供書に記載した働き方によって就業継続

が可能かどうか、主治医の意見を確認 
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両立支援プランの記載例 

 

 

 

  

 

 

 

 

事業者が作成する際のポイント 

・症状の進行に応じて就業上の措置が必要となること

が見込まれる場合には、今後の対応に関する方針を

記載 

・プランの見直しや面談の実施時期を記載 

・バリアフリーへの対応状況を確認したことなど、対

応したことがあれば記載 

・労働者本人や上司等が気を付けるべき事項があれば

記載 

・上司・同僚等による協力が得られるよう、症状や必

要な配慮等に関する説明を行う場合は、労働者本人

の同意を得て説明を行う旨を明記 

・関係者による協議・確認を終えた内容であることが

分かるよう、署名 

・当面就業制限が必要ない場合には、その旨を明記 

・通院への配慮が必要な場合、その頻度や時間を明記 

・主治医の意見を勘案し、労働者本人との話合いも踏

まえ、両立支援プランを作成 

・治療の予定や症状の見通しなど、就業上の措置や配

慮を行うために必要な情報を整理 

・現在の症状と、今後出る可能性のある症状は区別し

て記載 


